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東京都防災会議議事録 

 

１ 日  時 

  平成 24年 11月 14日（水）15:00～15:30 

 

２ 会  場 

  東京都庁第 1本庁舎 9階 防災センター 

 

３ 出席委員 

  別表のとおり 計 49名 

 

４ 議  事（要旨は別紙のとおり） 

「東京都地域防災計画」平成 24年修正について ：承認 

「首都直下地震等による東京の被害想定」の一部修正について ：報告 

 

５ 配布資料 

  資料１ 東京都地域防災計画修正素案に対する意見募集の結果について 

資料２ 東京都地域防災計画の修正について 

資料３ 東京都地域防災計画（平成 24年修正）（案）と修正素案の対比表 

資料４ 東京都地域防災計画修正（案）の概要 

    東京都地域防災計画 震災編  （平成 24年修正）〔本冊〕 

    東京都地域防災計画 震災編  （平成 24年修正）〔別冊資料〕 

    東京都地域防災計画 風水害編（平成 24年修正）〔本冊〕 

    東京都地域防災計画 風水害編（平成 24年修正）〔別冊資料〕 

    東京都地域防災計画 原子力災害編（平成 24年修正） 

資料５ 「首都直下地震等による東京の被害想定」の一部修正について 
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別 紙 

 

事務局 

（箕輪企画担当

部長） 

 

 

 

議長 

（秋山副知事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 只今より、東京都防災会議を開催いたします。 

議事に入るまでの間、司会進行を務めさせていただきます、総務局企画調整担当

部長の箕輪でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に先立ちまして、東京都防災会議会長の代理を務めます秋山副知

事からご挨拶申し上げます。 

 

 本日はお忙しい中、東京都防災会議にご出席いただきましてありがとうございま

す。会議の開催にあたり、防災会議会長に代わり一言ご挨拶申し上げます。 

 

 東日本大震災は、マグニチュード９を記録する日本の観測史上最大の巨大地震や

大津波の発生に伴い、死者・行方不明者約 1 万 8 千人など甚大な被害を及ぼした未

曾有の大災害でした。 

 また、南海トラフの巨大地震についても、本年 8 月に国の被害想定が発表されま

したが、将来、発生すれば、甚大な被害が起こりえます。 

 改めて、災害のリスクに直面する我が国における防災対策の重要性が再認識され

ているところです。 

 

 東京は、日本の頭脳・心臓であり、地震などにより、その機能が停止してしまう

と、国全体に深刻な影響を及ぼしかねません。 

 

 このため、都は、東京の防災力の向上を喫緊の重要課題と位置づけ、昨年１１月

に今後の防災対策の方向性を示す「東京都防災対応指針」を策定し、本年４月には、

「首都直下地震等による東京の被害想定」を発表するなど、着実に防災対策を進め

てまいりました。 

 

 こうした取組を踏まえ、防災会議の委員の皆様とも幅広く検討・調整を重ね、ま

た、都民の皆様及び都議会からのご意見もいただいて、本日、東京都地域防災計画

（案）をとりまとめました。 

 

 災害から都民の生命・財産を守る「高度防災都市東京」を実現するためには、東

京の総力を結集して防災対策を推進することが重要であります。 

 

 こうしたことから、今回の地域防災計画では、被害軽減と都市再生に向けた目標

といたしまして、今後 10年以内に達成すべき具体的な目標を掲げた上で、各関係機

関がこの目標を達成するために、公共建築物やライフラインの耐震化など、様々な
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事務局 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組を推進することとしております。 

 

 都としても木造住宅密集地域の不燃化や道路ネットワークの整備などの対策を進

めてまいりますが、東京の防災力の向上のため、今後とも皆様と連携して取組を進

めてまいりたいと考えております。 

引き続き、東京都の防災対策へのご協力をお願いいたしまして、私の挨拶とさせ

ていただきます。 

 

ここからは、議事の進行につきまして、秋山副知事が務めます。 

 

 それでは議事に従って、進めてまいります。 

東京都地域防災計画平成 24年修正（案）について、事務局より説明願います。 

 

 それでは、「東京都地域防災計画（平成 24 年修正）（案）」について、ご説明いた

します。 

 

都は、去る 9月 12日に東京都防災会議幹事会において、東京都地域防災計画の修

正素案について、ご承認いただき、プレス発表をいたしました。 

また、発表と同時にパブリックコメントを実施し、広く都民の意見を募集いたし

ました。 

最初に、パブリックコメントの実施状況についてご報告いたします。 

 

恐れ入りますが、お手元配布の資料１「東京都地域防災計画修正素案に対する意

見募集の結果について」をご覧ください。 

 

１の意見募集期間と意見の提出状況についてでございますが、意見募集期間は平

成 24年 9月 12日から 10月 5日までの 24日間で実施いたしました。 

全体で、75の個人・団体の方から意見をいただき、提出された意見の総数は、158

件となっております。 

 

2の意見の内訳と主な意見の概要についてでございますが、提出された意見の内訳

は、（1）の表のとおりとなっております。 

意見が多く寄せられたのは、都民と地域の防災力向上に関するもの、安全な都市

づくりの実現に関するもの、帰宅困難者対策や避難者対策、物流・備蓄・輸送対策

に関するものとなっております。 

資料をおめくり下さい。 
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（2）の主な意見の概要についてでございますが、いただいたご意見の中で、特に多

かった意見の概要とそれに対する都の考え方をお示ししてございます。 

 

まず、自助、共助についてでございますが、寄せられたご意見といたしましては、

「自助や共助を強調しすぎるべきではない。」といったご意見や、「個人レベルの対

策の強化が必要であり、各家庭における備蓄を義務化するべき。」といったご意見を

いただきました。 

 

こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、過去の大震災の例からも、

発災時に 1 人でも多くの都民の命を救うためには、自助・共助の取組が重要であり

ます。都といたしましては、引き続き、公助の取組に自助・共助の取組もあわせて、

総合的に防災対策を推進してまいりたいと考えております。 

 

続きまして、木造住宅密集地域における特定整備路線の整備についてのご意見で

ございますが、「特定整備路線の候補区間とされた道路には、整備に当たり現状に即

していない道路も含まれており、見直しを図るべき。」といったご意見をいただいて

おります。 

 

こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、木造住宅密集地域において

は、建物の不燃化の促進を図るとともに、延焼遮断や避難等のための都市計画道路

の整備を進める必要がございます。 

このため、都は、災害時における延焼遮断等に大きな整備効果が見込まれる新設

道路等について、地元区と意見交換を行って「特定整備路線」の候補区間として選

定しており、今後も、地元区と連携を図りながら、命を守るための道路を実現して

まいりたいと考えております。 

 

続きまして、避難所等における管理栄養士の活用についてのご意見でございます

が、「避難者の健康を維持するため、管理栄養士を活用する旨を明確にするべき。」

といったご意見をいただいております。 

また、妊産婦や乳幼児の保護、適切で安全な栄養の確保についてのご意見といた

しまして、「災害時要援護者である妊産婦・乳幼児の保護を図るため、授乳しやすい

空間の確保や調乳指導などを実施するべき。」といったご意見をいただいておりま

す。 

こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、避難者対策などは、被災者

の視点に立った対策が必要であり、とりわけ、災害時要援護者に対しては、きめ細

かな配慮が必要でございます。 

地域防災計画修正（素案）では、避難所の運営に当たり、授乳室を設置すること
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や、保健師・栄養士による巡回健康相談の実施等について定めておりましたが、い

ただいたご意見を踏まえまして、管理栄養士の活用や、乳幼児、高齢者などの食事

の特性に応じた衛生指導の実施についても追記させていただきました。 

 

続きまして、帰宅困難者対策についてのご意見でございますが、「一時滞在施設等

の用語の意味や都民による備蓄について、広く普及するべき。」といったご意見や、

「一定期間を超えて滞在する利用者への退去・移送について、行政による支援策を

講じるべき。」といったご意見をいただいております。 

 

こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、帰宅困難者対策については、

社会全体で取組を推進することが重要であります。 

このため、地域防災計画修正（素案）では、都民による備蓄の推進や、一時滞在

施設等の用語の定義を明らかにしたところでございますが、いただいたご意見を踏

まえ、一時滞在施設の役割や利用方法等について普及啓発を進めるなど、行政によ

る支援策を新たに追記いたしました。 

 

最後に、放射性物質対策についてのご意見でございますが、「放射能対策チームの

設置時間等を明記し、構成メンバーに都職員以外も採用するべき。」といったご意見

や、「都有施設等における放射線測定・放射性物質検査等について、検査結果等を公

表するべき。」、「放射能による実際の被害が発生した場合の対応を想定するべき。」

といったご意見をいただいております。 

 

こうしたご意見に対する都の考え方でございますが、東日本大震災における福島

第一原子力発電所の事故の際、都は関係部署が連携して対応にあたり、都有施設等

における放射線測定・放射性物質検査等の取組を進めてまいりました。 

こうした東日本大震災の教訓を踏まえて、地域防災計画修正（素案）では、今後、

都内において、放射性物質等の影響が懸念される事態が発生した場合に備え、放射

能対策チーム等を設置するなど関係機関が、連携した対応を実施することとしてお

ります。 

また、モニタリング等の実施とその結果についての情報提供等についても定めた

ところでございます。 

さらに、放射性物質による災害が生じた場合の対応につきましては、既に地域防

災計画の原子力災害編等に定めているところでございまして、この計画に基づき、

必要な対応を迅速かつ的確に行ってまいりたいと考えております。 

 

パブリックコメントの実施状況に関するご説明は以上でございます。 
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続きまして、東京都地域防災計画の修正について、ご説明させていただきます。

恐れ入りますが、資料２「東京都地域防災計画の修正について」をご覧ください。

まず、1の修正素案からの主な変更点についてでございます。 

 

修正素案に対する第三回都議会定例会における議論や、先ほどご説明申し上げま

したパブリックコメントの内容、事業の最新の進捗状況を踏まえまして、東京都地

域防災計画（震災編）の修正（案）に反映いたしました。 

 

主な変更点といたしましては、南海トラフに関する都独自の被害想定の実施、路

面下空洞調査などによる道路の維持管理の着実な実施、島しょ町村と合同して、津

波を想定した総合防災訓練を実施、管理栄養士を活用した健康相談など保健活動の

実施、乳幼児や高齢者などの食事の特性に応じた衛生指導の実施、民間の一時滞在

施設における備蓄等に対する支援など一時滞在施設の確保・運営に当たっての支援

の実施、備蓄倉庫や広域物流拠点における物流事業者との協定の締結などの内容に

ついて、修正に反映させております。 

 

このほか、全体に共通した修正といたしまして、用語説明の追記や数値の時点更

新なども行っております。 

 

主な変更点につきましては、お手元配布の資料３「東京都地域防災計画（平成 24

年修正）（案）と修正素案の対比表」のとおりとなってございます。 

 

続きまして、2の風水害編・原子力災害編の修正の概要についてでございます。 

両編につきましては、東京都地域防災計画（震災編）の修正に伴いまして、その

内容を反映する形で修正をしてございます。 

 

まず、風水害編の修正の概要でございますが、震災編における津波等対策を中心

に、河川施設等の耐震化や広域避難などの対策を追加するといった修正をしており

ます。 

 

主な事項といたしましては、堤防などの河川施設、海岸保全施設の耐震化の推進、

広域避難シミュレーションの実施、都の災害対策本部体制の強化などにつきまして、

修正をしております。 

 

次に、原子力災害編の修正の概要についてでございますが、従来の原子力緊急事

態への備えに加えまして、東日本大震災の教訓を踏まえて、都内において原子力災

害による放射性物質等の影響が懸念される事態への対策を追加する修正をしており
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

 

主な事項といたしましては、放射能対策チームの設置等による都の体制の整備、

空間放射線量や水、食品等の放射性物質の測定と情報提供、農作物や工業製品等の

風評被害の防止などにつきまして、修正をしております。 

 

なお、地域防災計画の修正の全体像につきましては、お手元配布の資料４「東京

都地域防災計画修正（案）の概要」のとおりでございます。 

 こちらの資料につきましては、修正素案の際と大きな変更はございませんので、

恐れ入りますが説明は割愛させていただきます。 

 

「東京都地域防災計画（平成 24年修正）（案）」についての説明は以上でございま

す。 

 

 ただ今の説明について、質問などがございましたら、ご発言ください。 

 

特にないようでございますので、「東京都地域防災計画 震災編[本冊]（案）及び

[別冊資料]（案）、風水害編[本冊]（案）及び[別冊資料]（案）、原子力災害編（案）」

につきましては、東京都防災会議として承認いたしたいと存じますが、ご異議はご

ざいませんか。 

 

（異議なし） 

 

 ありがとうございます。それでは、東京都地域防災計画震災編、風水害編、原子

力災害編の平成 24年修正については、東京都防災会議として承認することといたし

ます。 

東日本大震災の教訓を踏まえた東京の防災対策の再構築については、今回の地域

防災計画の修正をもちまして、ひとつの大きな区切りを迎えます。 

防災会議の委員の皆様をはじめ、検討部会の委員の方々及び実務担当者の皆様に

は、お忙しい中、熱心に議論を重ねていただき、また、短期間での計画修正にご協

力くださったことを心から感謝を申し上げます。 

 もとより地域防災計画は、最新の科学的知見や事業の進捗状況等を踏まえて、適

宜必要な修正を加え、その内容を具体的かつ実効性の高いものにしていくことが重

要であります。 

 

このため、今後、修正に当たっての必要な検討体制を整備していきたいと考えて

おります。 
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議長 

 

 

 

 

事務局 

 

詳細につきましては、今後、防災会議幹事会に諮ることとさせていただきますの

で、引き続きご協力のほどお願いいたします。 

 

次にその他としまして、事務局より報告があります。 

 

 それでは、「首都直下地震等による東京の被害想定」の一部修正について、ご説明

いたします。資料５をご覧ください。 

 

本年４月に、本防災会議に報告いたしました、「首都直下地震等による東京の被害

想定」につきまして、委託業者の計算処理に誤りがあったため、震災時に、建物の

倒壊によって救助が必要となる「自力脱出困難者」の数に変動がありました。 

 

お示ししてあります表は、参考として、各地震において「自力脱出困難者数」が

最大となる「冬の朝５時」の東京都全体の数値につきまして、正誤をお示ししたも

のでございます。 

 

詳細につきましては、別添のとおりとなっております。なお、「自力脱出困難者」

以外の数値につきましては、影響はございません。 

誤りがありましたことについて、お詫び申し上げ、修正させていただきます。 

ご報告は、以上でございます。 

 

 ただ今の事務局からの報告については、速やかに関係機関等に対して周知してい

きますので、よろしくお願いします。 

以上で、予定の議事はすべて終了いたしました。 

それでは、進行を事務局へ返します。 

 

 これをもちまして東京都防災会議を終了いたします。 

お疲れ様でございました。 

 

以上 
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